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遺
言
の
ほ
か
、
相
続
、
金
銭
・

不
動
産
の
貸
借
、
離
婚
に
伴
う
養

育
料
・
財
産
分
与
・
年
金
分
割
、

高
齢
者
な
ど
の
財
産
管
理
の
相
談

な
ど
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す

の
で
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　日
時
　

　
６
月

１５
日（
日
）

　
６
月

２９
日（
日
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
（
１
組
　
約

５０
分
）

　
※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

場
所

　
中
村
公
証
役
場

　
四
万
十
市
中
村
大
橋
通
６
―

３
―

７

　
第
１
と
ら
や
ビ
ル
４
階

相
談
担
当
者

　
高
知
地
方
法
務
局
所
属

　
中
村
公
証
役
場
公
証
人

○
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
中
村
公
証
役
場

　
蕁
３
４
―
１
７
２
８

日
時

　
６
月

２１
日（
土
）

　
午
後
２
時
〜
午
後
４
時

３０
分

場
所

　
ネ
ス
ト
・
ウ
エ
ス
ト
ガ
ー
デ
ン
土
佐

参
加
費
　
無
料

　
道
後
温
泉
病
院
リ
ウ
マ
チ
セ
ン

タ
ー
理
事
長
高
杉
潔
先
生
と
海
里

マ
リ
ン
病
院
木
田
和
伸
先
生
か
ら

「
リ
ウ
マ
チ
の
薬
物
治
療
〜
新
薬

に
つ
い
て
〜
」「
リ
ウ
マ
チ
の
整

形
外
科
治
療
、
特
に
頚
椎
・
腰
椎

に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
お
話
し

て
い
た
だ
き
、
参
加
者
か
ら
の
質

問
に
答
え
て
い
た
だ
く
ミ
ニ
レ
ク

チ
ャ
ー
の
時
間
も
あ
り
ま
す
。

 
ま
た
、
会
場
内
で
は
自
助
具
を

展
示
し
、
自
助
具
相
談
も
お
受
け

し
ま
す
。
リ
ウ
マ
チ
の
患
者
さ
ん
、

ご
家
族
の
方
、
医
療
関
係
者
の
方
、

お
気
軽
に
お
い
で
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
明
神
　
砂
智

　
 
蕁
３
５
―
２
３
５
４

　
友
　
ト
モ
子

　
 
蕁
０
８
８
０
―
２
８
―
４
６
２
９

　
ひ
と
り
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

「
人
と
の
つ
き
あ
い
が
ど
う
も
う

ま
く
い
か
な
い
」「
い
ろ
ん
な
こ

と
を
考
え
て
し
ま
っ
て
、
よ
く
眠

れ
な
い
」「
な
に
を
す
る
に
も
い

や
に
な
り
、
家
に
と
じ
こ
も
っ
て

い
る
日
々
が
続
い
て
い
る
」
な
ど
、

心
に
ゆ
と
り
が
な
く
な
っ
て
、
悩

ん
だ
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
そ
ん
な
時
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日
時

　
６
月

２４
日（
火
）

　
午
後
１
時
半
〜
午
後
３
時

場
所
　
幡
多
福
祉
保
健
所

相
談
医
　
精
神
科
嘱
託
医

申
込
期
限
　
６
月

１９
日（
木
）

＊
出
張
相
談
を
ご
希
望
の
方
は
申

し
込
み
時
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

＊
お
申
し
込
み
が
多
数
の
場
合
は
、

次
回
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
御
了
承
く
だ
さ
い
。

＊
保
健
師
・
相
談
員
に
よ
る
相
談

は
、
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
幡
多
福
祉
保
健
所 

健
康
障
害
課

　
蕁
３
４
―
５
１
２
４

　
蕁
３
５
―
５
９
７
９

日
曜
公
証
法
律
相
談

（
社
）日
本
リ
ウ
マ
チ
友
の
会
高
知
支
部

支
部
創
立
４０
周
年
記
念

関
節
リ
ウ
マ
チ
医
療
相
談
会

心
の
健
康
相
談

相
 

談

　
後
期
高
齢
者
医
療
（
長
寿
医

療
）
の
保
険
料
は
、
原
則
と
し

て
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
方

は
、
４
月
に
『
保
険
料
仮
徴
収

通
知
』
が
届
い
て
い
ま
す
。

　　
次
に
該
当
さ
れ
る
方
は
「
納

付
書
」
が
届
き
ま
す
。

・
年
金
額
が
年
額

１８
万
円
未
満

　
で
あ
る

・
介
護
保
険
料
と
合
わ
せ
た
保

　
険
料
が
年
金
額
の
２
分
の
１

　
を
超
え
る

・
何
ら
か
の
理
由
で
天
引
き
の

　
対
象
に
な
ら
な
い

　
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
な
い
方
は
、
金
融
機
関
窓

口
や
役
場
出
納
室
窓
口
な
ど
で

納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
ご
希
望
の
方
は
口

座
振
替
も
で
き
ま
す
。

　
口
座
振
替
の
手
続
き
は
、
金

融
機
関
窓
口
で
お
願
い
し
ま
す
。

　　
社
会
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
方
は
、
４
月
か
ら
９

月
分
の
保
険
料
は
免
除
さ
れ
、

１０
月
か
ら
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
金
額
は
７
月
に「
保

険
料
決
定
通
知
書
」
が
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所

　
健
康
福
祉
課 

国
保
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所

　
健
康
福
祉
課 

保
険
福
祉
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
ず
「
納
付
書
」
が
送
付

さ
れ
る
方

社
会
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
方
は
１０
月
か
ら
保

険
料
の
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

保
険
料
は
口
座
振
替
で
も

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療

の
し
く
み

（
長
寿
医
療
）

後
期
高
齢
者
医
療

の
し
く
み

（
長
寿
医
療
）

シ
リ
ー
ズ
笊

保険料の
納付のこと


